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有価証券上場規程の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直

ちにその内容を開示しなければならない。 

第４０２条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影

響が軽微なものと当取引所が認めるものを除

く。）は、施行規則で定めるところにより、直

ちにその内容を開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関

が、次のａからａｐまでに掲げる事項のいず

れかを行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。） 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関

が、次のａからａｐまでに掲げる事項のいず

れかを行うことについての決定をした場合

（当該決定に係る事項を行わないことを決

定した場合を含む。） 

ａ～ａｋ （略） ａ～ａｋ （略） 

ａｋの２ 開示府令第１５条の２第１項、第

１５条の２の２第１項、第１７条の４第１

項又は第１７条の１５の２第１項の規定

に基づく当該各項に規定する承認申請書

の提出（上場外国会社（その発行する上場

外国株券等が重複上場の場合に限る。）に

よる本国の法令又は慣行を理由とするも

のを除く。） 

（新設） 

ａｍ～ａｐ （略） ａｍ～ａｐ （略） 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

（２） 次のａからｘまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

ａ～ｔ （略） ａ～ｔ （略） 

ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は四半期レビュー報告書（公認会計

士又は監査法人に相当する者による監査

証明に相当する証明に係る監査報告書又

は四半期レビュー報告書を含む。）を添付

した有価証券報告書又は四半期報告書を、

ｕ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は四半期レビュー報告書（公認会計

士又は監査法人に相当する者による監査

証明に相当する証明に係る監査報告書又

は四半期レビュー報告書を含む。）を添付

した有価証券報告書又は四半期報告書を、
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内閣総理大臣等に対して、法第２４条第１

項又は法第２４条の４の７第１項に定め

る期間内に提出できる見込みのないこと

（前号ａｋの２に掲げる事項について同

号の規定に基づき開示を行う場合を除

く。）及び当該期間内に提出しなかったこ

と（当該期間内に提出できる見込みのない

旨の開示を行った場合を除く。）並びにこ

れらの開示を行った後提出したこと。 

内閣総理大臣等に対して、法第２４条第１

項又は法第２４条の４の７第１項に定め

る期間内に提出できる見込みのないこと

及び当該期間内に提出しなかったこと（当

該期間内に提出できる見込みのない旨の

開示を行った場合を除く。）、これらの開

示を行った後提出したこと並びに当該期

間の延長に係る内閣総理大臣等の承認を

受けたこと。 

ｕの２ 開示府令第１５条の２第３項、第１

５条の２の２第４項、第１７条の４第４項

又は第１７条の１５の２第４項に規定す

る承認を受けたこと又は受けられなかっ

たこと。 

（新設） 

ｖ～ｘ （略） ｖ～ｘ （略） 

  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） （特設注意市場銘柄の指定及び指定解除） 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。 

第５０１条 当取引所は、次の各号に掲げる場合

であって、かつ、当該上場会社の内部管理体制

等について改善の必要性が高いと認めるとき

は、当該上場会社が発行者である上場株券等を

特設注意市場銘柄に指定することができる。 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９号の

２、第１２号、第１９号又は第２０号（第６

０２条第１項第１号、同条第２項第３号、第

６０３条第１項第６号、第６０４条第１項第

２号、同条第２項第１号、第６０４条の２第

１項第３号、第６０４条の３第２号、第６０

４条の４第１項第２号又は第６０４条の５

第２号による場合を含む。）に該当するおそ

れがあると当取引所が認めた後、当該各号に

該当しないと当取引所が認めた場合 

（１） 上場会社が第６０１条第１項第９号の

２、第１１号、第１２号、第１９号又は第２

０号（第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、第６０３条第１項第６号、第６０４

条第１項第２号、同条第２項第１号、第６０

４条の２第３号、第６０４条の３第２号、第

６０４条の４第１項第２号又は第６０４条

の５第２号による場合を含む。）に該当する

おそれがあると当取引所が認めた後、当該各

号に該当しないと当取引所が認めた場合 

（２） 次のａ又はｂに該当する場合 （新設） 

ａ 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記

載を行った場合 

 

ｂ 上場会社の財務諸表等に添付される監  
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査報告書又は四半期財務諸表等に添付さ

れる四半期レビュー報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨が、四半期レビュー報告書については

「否定的結論」又は「結論の表明をしない」

旨（特定事業会社の場合にあっては、「中

間財務諸表等が有用な情報を表示してい

ない意見」又は「意見の表明をしない」旨

を含む。）が記載された場合。ただし、「意

見の表明をしない」旨又は「結論の表明を

しない」旨が記載された場合であって、当

該記載が天災地変等、上場会社の責めに帰

すべからざる事由によるものであるとき

を除く。 

（３） 上場会社が第４章第２節の規定に違反

したと当取引所が認めた場合 

（新設） 

（４） 上場会社が第４章第４節第１款の規定

に違反したと当取引所が認めた場合 

（新設） 

（５） （略） （２） （略） 

２ 前項の規定により特設注意市場銘柄へ指定

されている上場株券等の発行者である上場会

社は、当該指定から１年経過後速やかに、内部

管理体制の状況等について記載した施行規則

で定める書面（以下「内部管理体制確認書」と

いう。）の提出を行わなければならない。 

２ 前項の規定により特設注意市場銘柄へ指定

されている上場株券等の発行者である上場会

社は、当該指定から１年を経過するごとに、内

部管理体制の状況等について記載した施行規

則で定める書面（以下「内部管理体制確認書」

という。）の提出を速やかに行わなければなら

ない。 

３ 当取引所は、前項の規定により提出された内

部管理体制確認書の内容及び第８項の規定に

より報告された内容等に基づき内部管理体制

等の審査を行う。 

３ 当取引所は、前項の規定により提出された内

部管理体制確認書の内容等に基づき内部管理

体制等に問題があると認められない場合には、

その指定の解除を行う。 

４ 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定めるとおり上場株券等を取り扱うものとす

る。 

（新設） 

（１） 内部管理体制等に問題があると認めら 
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れない場合 

特設注意市場銘柄の指定の解除  

（２） 内部管理体制等に問題があると当取引

所が認める場合（第６０１条第１項第１１号

の２ｃに規定する上場会社の内部管理体制

等について改善の見込みがなくなったと当

取引所が認める場合を除く。） 

 

特設注意市場銘柄の指定の継続  

５ 前項第２号の規定により特設注意市場銘柄

の指定が継続された上場株券等の発行者であ

る上場会社は、第１項の指定から１年６か月経

過後速やかに、内部管理体制確認書の再提出を

行わなければならない。 

（新設） 

６ 当取引所は、前項の規定により再提出された

内部管理体制確認書の内容及び第８項の規定

により報告された内容等に基づき内部管理体

制等の審査を行う。 

（新設） 

７ 当取引所は、前項の審査の結果に基づき、内

部管理体制等に問題があると認められない場

合は、特設注意市場銘柄の指定の解除を行う。

（新設） 

８ （略） ４ （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準） （上場内国会社の上場廃止基準） 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の

各号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止するものとする。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

第６０１条 本則市場の上場内国株券等が次の

各号のいずれかに該当する場合には、その上場

を廃止するものとする。この場合における当該

各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１）～（９）の２ （略） （１）～（９）の２ （略） 

（１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の

提出遅延 

（１０） 有価証券報告書又は四半期報告書の

提出遅延 

２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は四半期レビュー報告書（公認会計士又は

監査法人に相当する者による監査証明に相

当する証明に係る監査報告書又は四半期レ

ビュー報告書を含む。）を添付した有価証券

２人以上の公認会計士又は監査法人によ

る監査証明府令第３条第１項の監査報告書

又は四半期レビュー報告書（公認会計士又は

監査法人に相当する者による監査証明に相

当する証明に係る監査報告書又は四半期レ

ビュー報告書を含む。）を添付した有価証券
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報告書又は四半期報告書を、法第２４条第１

項又は法第２４条の４の７第１項に定める

期間の経過後１か月以内（施行規則で定める

場合にあっては、施行規則で定める期間内）

に、内閣総理大臣等に提出しなかった場合 

報告書又は四半期報告書を、法第２４条第１

項又は法第２４条の４の７第１項に定める

期間の経過後１か月以内（天災地変等、上場

会社の責めに帰すべからざる事由によるも

のである場合は、３か月以内）に、内閣総理

大臣等に提出しなかった場合 

（１１） 虚偽記載又は不適正意見等 （１１） 虚偽記載又は不適正意見等 

第５０１条第１項第２号に該当する場合

であって、直ちに上場を廃止しなければ市場

の秩序を維持することが困難であることが

明らかであると当取引所が認めるとき 

次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 上場会社が有価証券報告書等に虚偽記

載を行い、かつ、その影響が重大であると

当取引所が認める場合 

ｂ 上場会社の財務諸表等に添付される監

査報告書又は四半期財務諸表等に添付さ

れる四半期レビュー報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨（天災地変等、上場会社の責めに帰すべ

からざる事由によるものである場合を除

く。以下このｂにおいて同じ。）が、四半

期レビュー報告書については「否定的結

論」又は「結論の表明をしない」旨（特定

事業会社の場合にあっては、「中間財務諸

表等が有用な情報を表示していない意見」

又は「意見の表明をしない」旨を含む。）

が記載され、かつ、その影響が重大である

と当取引所が認める場合 

（１１）の２ 特設注意市場銘柄等 （新設） 

次のａからｅまでに掲げる場合の区分に

従い、当該ａからｅまでに定める場合に該当

するとき 

 

ａ 第５０１条第１項各号に掲げる場合で

あって、かつ、上場会社の内部管理体制等

について改善の必要性が高いと当取引所

が認めるとき 

 

当該内部管理体制等について改善の見

込みがないと当取引所が認める場合 
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ｂ 第５０１条第１項の規定により特設注

意市場銘柄へ指定された場合であって、同

条第２項の規定に基づく内部管理体制確

認書の提出前であるとき 

 

上場会社の内部管理体制等について改

善の見込みがなくなったと当取引所が認

める場合 

 

ｃ 第５０１条第２項の規定により内部管

理体制確認書が提出された場合 

 

上場会社の内部管理体制等について改

善がなされなかったと当取引所が認める

場合（上場会社の内部管理体制等について

改善の見込みがなくなったと当取引所が

認める場合に限る。） 

 

ｄ 第５０１条第４項第２号の規定により

特設注意市場銘柄の指定が継続された場

合であって、同条第５項の規定に基づく内

部管理体制確認書の提出前であるとき 

 

上場会社の内部管理体制等について改

善の見込みがなくなったと当取引所が認

める場合 

 

ｅ 第５０１条第５項の規定により内部管

理体制確認書が再提出された場合 

 

上場会社の内部管理体制等について改

善がなされなかったと当取引所が認める

場合 

 

（１２）～（２０） （略） （１２）～（２０） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該発行者の発行す

る債券全銘柄の上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

第９１２条 上場債券の発行者が次の各号のい

ずれかに該当する場合は、当該発行者の発行す

る債券全銘柄の上場を廃止する。この場合にお

ける当該各号の取扱いは施行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分 （２） 次のａからｄまでに掲げる債券の区分
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に従い、当該ａからｄまでに定める場合 に従い、当該ａからｄまでに定める場合 

ａ 外国社債券以外の社債券 ａ 外国社債券以外の社債券 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区

分に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める

場合 

次の（ａ）及び（ｂ）に掲げる場合の区

分に従い、当該（ａ）及び（ｂ）に定める

場合 

（ａ） （略） （ａ） （略） 

（ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社で

なく、かつ、特別の法律により設立され

た会社である場合 

（ｂ） 上場社債券の発行者が上場会社で

なく、かつ、特別の法律により設立され

た会社である場合 

次のイからハまでに定める場合に該

当した状態となったと当取引所が認め

たとき 

次のイからハまでに定める場合に該

当した状態となったと当取引所が認め

たとき 

イ 第６０１条第１項第６号から第９

号まで（同項第７号にあっては、同号

後段の規定の適用を受ける場合を除

く。）又は第１１号（第５０１条第１

項第２号ｂに該当する場合を除く。）

のいずれかに該当した場合 

イ 第６０１条第１項第６号から第９

号まで（同項第７号にあっては、同号

後段の規定の適用を受ける場合を除

く。）又は第１１号ａのいずれかに該

当した場合 

ロ ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項

の監査報告書又は中間監査報告書（公

認会計士又は監査法人に相当する者

による監査証明に相当する証明に係

る監査報告書又は中間監査報告書を

含む。）を添付した有価証券報告書又

は半期報告書を、法第２４条第１項又

は第２４条の５第１項に定める期間

の経過後１か月以内（施行規則で定め

る場合にあっては、施行規則で定める

期間内）に、内閣総理大臣等に提出し

なかった場合（当該発行者が四半期財

務諸表提出会社又は四半期連結財務

諸表提出会社であるときは、第６０１

条第１項第１０号に規定する場合） 

ロ ２人以上の公認会計士又は監査法

人による監査証明府令第３条第１項

の監査報告書又は中間監査報告書（公

認会計士又は監査法人に相当する者

による監査証明に相当する証明に係

る監査報告書又は中間監査報告書を

含む。）を添付した有価証券報告書又

は半期報告書を、法第２４条第１項又

は第２４条の５第１項に定める期間

の経過後１か月以内（天災地変等、発

行者の責めに帰すべからざる事由に

よるものである場合は、３か月以内）

に、内閣総理大臣等に提出しなかった

場合（当該発行者が四半期財務諸表提

出会社又は四半期連結財務諸表提出

会社であるときは、第６０１条第１項

第１０号に規定する場合） 

ハ 発行者の財務諸表等に添付される ハ 発行者の財務諸表等に添付される



 

8 

監査報告書又は中間財務諸表等に添

付される中間監査報告書において、公

認会計士等によって、監査報告書につ

いては「不適正意見」又は「意見の表

明をしない」旨が、中間監査報告書に

ついては「中間財務諸表等が有用な情

報を表示していない意見」又は「意見

の表明をしない」旨が記載された場合

であって、直ちに上場を廃止しなけれ

ば市場の秩序を維持することが困難

であることが明らかであると当取引

所が認めるとき（当該発行者が四半期

財務諸表提出会社又は四半期連結財

務諸表提出会社であるときは、第６０

１条第１項第１１号（第５０１条第１

項第２号ａに該当する場合を除く。）

に規定する場合）。ただし、「意見の

表明をしない」旨が記載された場合で

あって、当該記載が天災地変等、発行

者の責めに帰すべからざる事由によ

るものであるときを除く。 

監査報告書又は中間財務諸表等に添

付される中間監査報告書において、公

認会計士等によって、監査報告書につ

いては「不適正意見」又は「意見の表

明をしない」旨（天災地変等、発行者

の責めに帰すべからざる事由による

ものである場合を除く。以下このハに

おいて同じ。）が、中間監査報告書に

ついては「中間財務諸表等が有用な情

報を表示していない意見」又は「意見

の表明をしない」旨が記載され、かつ、

その影響が重大であると当取引所が

認める場合（当該発行者が四半期財務

諸表提出会社又は四半期連結財務諸

表提出会社であるときは、第６０１条

第１項第１１号ｂに規定する場合） 

ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 ｂ 保証付外国社債券以外の外国社債券 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定める場合 

次の（ａ）から（ｃ）までに掲げる場合

の区分に従い、当該（ａ）から（ｃ）まで

に定める場合 

（ａ）・（ｂ） （略） （ａ）・（ｂ） （略） 

（ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ない場合 

（ｃ） 上場社債券の発行者が上場会社で

ない場合 

第６０１条第１項第６号から第９号

まで（同項第７号にあっては、同号後段

の規定の適用を受ける場合を除く。）、

第１１号（第５０１条第１項第２号ｂに

該当する場合を除く。）、第１９号若し

くは第２０号、第６０２条第２項第１号

本文（第６０４条第２項第３号による場

合を含む。）又は前ａの（ｂ）のロ若し

第６０１条第１項第６号から第９号

まで（同項第７号にあっては、同号後段

の規定の適用を受ける場合を除く。）、

第１１号ａ、第１９号若しくは第２０

号、第６０２条第２項第１号本文（第６

０４条第２項第３号による場合を含

む。）又は前ａの（ｂ）のロ若しくはハ

のいずれかに該当した状態となったと
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くはハのいずれかに該当した状態とな

ったと当取引所が認めた場合。ただし、

第６０２条第２項第１号本文（第６０４

条第２項第３号による場合を含む。）に

該当した状態となったと当取引所が認

めた場合で、施行規則で定めるところに

より上場の継続を必要と認めるときを

除く。 

当取引所が認めた場合。ただし、第６０

２条第２項第１号本文（第６０４条第２

項第３号による場合を含む。）に該当し

た状態となったと当取引所が認めた場

合で、施行規則で定めるところにより上

場の継続を必要と認めるときを除く。 

ｃ （略） ｃ （略） 

ｄ 社債券以外の債券（国債証券を除く。） ｄ 社債券以外の債券（国債証券を除く。）

次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 

（ａ） 第６０１条第１項第１１号（第５

０１条第１項第２号ｂに該当する場合

を除く。）又は前ａの（ｂ）のロ若しく

はハに該当する場合 

（ａ） 第６０１条第１項第１１号ａ又は

前ａの（ｂ）のロ若しくはハに該当する

場合 

（ｂ） （略） （ｂ） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各

号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る場合のいずれかに該当するときは、当該発行

者が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

第９３６条 上場交換社債券の発行者が次の各

号に掲げる場合の区分に従い、当該各号に定め

る場合のいずれかに該当するときは、当該発行

者が発行する交換社債券全銘柄の上場を廃止

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 上場会社でない場合 （２） 上場会社でない場合 

次のａ又はｂに掲げる場合 次のａ又はｂに掲げる場合 

ａ （略） ａ （略） 

ｂ 第６０１条第１項第１１号（第５０１条

第１項第２号ｂに該当する場合を除く。）

又は第９１２条第１項第２号ａの（ｂ）の

ロ若しくはハのいずれかに該当する場合

又は事業活動の停止、解散若しくはこれら

と同等の状態であると当取引所が認める

場合 

ｂ 第６０１条第１項第１１号ａ又は第９

１２条第１項第２号ａの（ｂ）のロ若しく

はハのいずれかに該当する場合又は事業

活動の停止、解散若しくはこれらと同等の

状態であると当取引所が認める場合 
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２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（情報の開示） （情報の開示） 

第９４７条 （略） 第９４７条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、次の各

号のいずれかに該当する場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示しな

ければならない。 

３ 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者は、次の各

号のいずれかに該当する場合は、施行規則で定

めるところにより、直ちにその内容を開示しな

ければならない。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者が、次のａからｑまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定をした

場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者が、次のａからｑまでに掲げる事項の

いずれかを行うことについての決定をした

場合（当該決定に係る事項を行わないことを

決定した場合を含む。） 

ａ～ｍ （略） ａ～ｍ （略） 

ｍの２ 開示府令第１５条の２第１項、第１

５条の２の２第１項、第１７条の４第１項

又は第１７条の１５の２第１項の規定に

基づく当該各項に規定する承認申請書の

提出（本国の法令又は慣行を理由とするも

のを除く。） 

（新設） 

ｎ～ｑ （略） ｎ～ｑ （略） 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者に、次のａからｋまでに掲げる事実の

いずれかが発生した場合 

（２） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者又は

保証者に、次のａからｋまでに掲げる事実の

いずれかが発生した場合 

ａ～ｈ （略） ａ～ｈ （略） 

ｉ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は中間監査報告書を添付した有価

証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大

臣等に対して、法第２４条第１項又は法第

２４条の５第１項に定める期間内（四半期

財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸

表提出会社である場合にあっては、法第２

４条の４の７第１項に定める期間内）に提

出できる見込みのないこと（前号ｍの２に

ｉ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は中間監査報告書を添付した有価

証券報告書又は半期報告書を、内閣総理大

臣等に対して、法第２４条第１項又は法第

２４条の５第１項に定める期間内（四半期

財務諸表提出会社又は四半期連結財務諸

表提出会社である場合にあっては、法第２

４条の４の７第１項に定める期間内）に提

出できる見込みのないこと及び当該期間
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掲げる事項について同号の規定に基づき

開示を行う場合を除く。）及び当該期間内

に提出しなかったこと（当該期間内に提出

できる見込みのない旨の開示を行った場

合を除く。）並びにこれらの開示を行った

後提出したこと 

内に提出しなかったこと（当該期間内に提

出できる見込みのない旨の開示を行った

場合を除く。）、これらの開示を行った後

提出したこと並びに当該期間の延長に係

る内閣総理大臣等の承認を受けたこと。 

ｉの２ 開示府令第１５条の２第３項、第１

５条の２の２第４項、第１７条の４第４項

又は第１７条の１５の２第４項に規定す

る承認を受けたこと又は受けられなかっ

たこと。 

（新設） 

ｊ・ｋ （略） ｊ・ｋ （略） 

４ （略） ４ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第９５１条 上場ＥＴＮ信託受益証券は、次の各

号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

第９５１条 上場ＥＴＮ信託受益証券は、次の各

号のいずれかに該当する場合に、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が次

のａからｇまでのいずれかに該当する場合

（保証者が存在する場合は、保証者が次のａ

からｇまでのいずれか又は当該発行者がｅ

からｇまでのいずれかに該当する場合。この

場合において、ｆ中「上場ＥＴＮ信託受益証

券の発行者」とあるのは「上場ＥＴＮ信託受

益証券の発行者又は保証者」と読み替える。）

（１） 上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者が次

のａからｇまでのいずれかに該当する場合

（保証者が存在する場合は、保証者が次のａ

からｇまでのいずれか又は当該発行者がｅ

からｇまでのいずれかに該当する場合。この

場合において、ｆ中「上場ＥＴＮ信託受益証

券の発行者」とあるのは「上場ＥＴＮ信託受

益証券の発行者又は保証者」と読み替える。）

ａ～ｄ （略） ａ～ｄ （略） 

ｅ 有価証券報告書等に虚偽記載を行った

場合であって、直ちに上場を廃止しなけれ

ば市場の秩序を維持することが困難であ

ることが明らかであると当取引所が認め

るとき 

ｅ 有価証券報告書等に虚偽記載を行い、か

つ、その影響が重大であると当取引所が認

める場合 

ｆ 財務諸表等に添付される監査報告書又

は中間財務諸表等に添付される中間監査

報告書において、公認会計士等によって、

ｆ 財務諸表等に添付される監査報告書又

は中間財務諸表等に添付される中間監査

報告書において、公認会計士等によって、



 

12 

監査報告書については「不適正意見」又は

「意見の表明をしない」旨が、中間監査報

告書については「中間財務諸表等が有用な

情報を表示していない意見」又は「意見の

表明をしない」旨が記載された場合であっ

て、直ちに上場を廃止しなければ市場の秩

序を維持することが困難であることが明

らかであると当取引所が認めるとき。ただ

し、「意見の表明をしない」旨が記載され

た場合であって、当該記載が天災地変等、

上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の責め

に帰すべからざる事由によるものである

ときを除く。 

監査報告書については「不適正意見」又は

「意見の表明をしない」旨（天災地変等、

上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の責め

に帰すべからざる事由によるものである

場合を除く。以下このｆにおいて同じ。）

が、中間監査報告書については「中間財務

諸表等が有用な情報を表示していない意

見」又は「意見の表明をしない」旨が記載

され、かつ、その影響が重大であると当取

引所が認めた場合 

ｇ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は中間監査報告書を添付した有価

証券報告書又は半期報告書を、法第２４条

第１項又は法第２４条の５第１項に定め

る期間（四半期財務諸表提出会社及び四半

期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、法第２４条の４の７第１項に定め

る期間）の経過後１か月以内（施行規則で

定める場合にあっては、施行規則で定める

期間内）に、内閣総理大臣等に提出しなか

った場合 

ｇ ２人以上の公認会計士又は監査法人に

よる監査証明府令第３条第１項の監査報

告書又は中間監査報告書を添付した有価

証券報告書又は半期報告書を、法第２４条

第１項又は法第２４条の５第１項に定め

る期間（四半期財務諸表提出会社及び四半

期連結財務諸表提出会社である場合にあ

っては、法第２４条の４の７第１項に定め

る期間）の経過後１か月以内（天災地変等、

上場ＥＴＮ信託受益証券の発行者の責め

に帰すべからざる事由によるものである

場合は、３か月以内）に、内閣総理大臣等

に提出しなかった場合 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

２ （略） ２ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当

する場合に、その上場を廃止する。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

第１１１２条 上場内国ＥＴＦ及び上場内国商

品現物型ＥＴＦは、次の各号のいずれかに該当

する場合に、その上場を廃止する。この場合に

おける当該各号の取扱いは施行規則で定める。

（１）～（２）の３ （略） （１）～（２）の３ （略） 

（３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま （３） 上場ＥＴＦの銘柄が、次のａからｋま
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で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあって

はｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及びｉ

の２を除き、投資信託法施行令第１２条第１

号又は第２号に掲げる投資信託の受益証券

に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの

（ｈ）、ｂの２からｂの５まで及びｉの２を

除き、上場内国商品現物型ＥＴＦにあっては

ａ、ｂ及びｂの６を除く。）のいずれかに該

当する場合 

で（公社債投資信託以外の証券投資信託の受

益証券に該当する上場内国ＥＴＦにあって

はｂの（ｃ）、ｂの２からｂの５まで及びｉ

の２を除き、投資信託法施行令第１２条第１

号又は第２号に掲げる投資信託の受益証券

に該当する上場内国ＥＴＦにあってはｂの

（ｈ）、ｂの２からｂの５まで及びｉの２を

除き、上場内国商品現物型ＥＴＦにあっては

ａ、ｂ及びｂの６を除く。）のいずれかに該

当する場合 

ａ～ｆ （略） ａ～ｆ （略） 

ｇ 次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 ｇ 次の（ａ）又は（ｂ）に該当する場合 

（ａ） 上場ＥＴＦに係る有価証券報告書等

に虚偽記載を行った場合であって、直ちに

上場を廃止しなければ市場の秩序を維持

することが困難であることが明らかであ

ると当取引所が認めるとき 

（ａ） 上場ＥＴＦに係る有価証券報告書等

に虚偽記載を行い、かつ、その影響が重大

であると当取引所が認めた場合 

（ｂ） 上場ＥＴＦに係る財務諸表等に添付

される監査報告書又は中間財務諸表等に

添付される中間監査報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨が、中間監査報告書については「中間財

務諸表等が有用な情報を表示していない

意見」又は「意見の表明をしない」旨が記

載された場合であって、直ちに上場を廃止

しなければ市場の秩序を維持することが

困難であることが明らかであると当取引

所が認めるとき。ただし、「意見の表明を

しない」旨が記載された場合であって、当

該記載が天災地変等、上場ＥＴＦに係る管

理会社の責めに帰すべからざる事由によ

るものであるときを除く。 

（ｂ） 上場ＥＴＦに係る財務諸表等に添付

される監査報告書又は中間財務諸表等に

添付される中間監査報告書において、公認

会計士等によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨（天災地変等、上場ＥＴＦに係る管理会

社の責めに帰すべからざる事由によるも

のである場合を除く。以下この（ｂ）にお

いて同じ。）が、中間監査報告書について

は「中間財務諸表等が有用な情報を表示し

ていない意見」又は「意見の表明をしない」

旨が記載され、かつ、その影響が重大であ

ると当取引所が認めた場合 

ｈ～ｋ （略） ｈ～ｋ （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 
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（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１２１８条 （略） 第１２１８条 （略） 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

２ 上場不動産投資信託証券の銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

（１）～（８） （略） （１）～（８） （略） 

（９） 次のａ又はｂに該当する場合 （９） 次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る有価証券

報告書等に虚偽記載を行った場合であって、

直ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を

維持することが困難であることが明らかで

あると当取引所が認めるとき 

ａ 上場不動産投資信託証券に係る有価証券

報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その影響

が重大であると当取引所が認めた場合 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表

等に添付される監査報告書又は中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書において、

公認会計士若しくは監査法人又はこれらに

相当する者によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨（施行規則で定める場合を除く。以下この

ｂにおいて同じ。）が、中間監査報告書につ

いては「中間財務諸表等が有用な情報を表示

していない意見」又は「意見の表明をしない」

旨が記載された場合であって、直ちに上場を

廃止しなければ市場の秩序を維持すること

が困難であることが明らかであると当取引

所が認めるとき 

ｂ 上場不動産投資信託証券に係る財務諸表

等に添付される監査報告書又は中間財務諸

表等に添付される中間監査報告書において、

公認会計士若しくは監査法人又はこれらに

相当する者によって、監査報告書については

「不適正意見」又は「意見の表明をしない」

旨（施行規則で定める場合を除く。以下この

ｂにおいて同じ。）が、中間監査報告書につ

いては「中間財務諸表等が有用な情報を表示

していない意見」又は「意見の表明をしない」

旨が記載され、かつ、その影響が重大である

と当取引所が認めた場合 

（１０）～（１９） （略） （１０）～（１９） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１３１８条 （略） 第１３１８条 （略） 

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 

２ 上場ベンチャーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合には、その上場を廃

止する。この場合における当該各号の取扱いは

施行規則で定める。 
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（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 虚偽記載又は不適正意見等 （５） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 上場ベンチャーファンドに係る有価証

券報告書等に虚偽記載を行った場合であ

って、直ちに上場を廃止しなければ市場の

秩序を維持することが困難であることが

明らかであると当取引所が認める場合 

ａ 上場ベンチャーファンドに係る有価証

券報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その

影響が重大であると当取引所が認めた場

合 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係る財務諸

表等に添付される監査報告書又は中間財

務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨（施行規則で定める場合

を除く。以下このｂにおいて同じ。）が、

中間監査報告書については「中間財務諸表

等が有用な情報を表示していない意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載された

場合であって、直ちに上場を廃止しなけれ

ば市場の秩序を維持することが困難であ

ることが明らかであると当取引所が認め

るとき 

ｂ 上場ベンチャーファンドに係る財務諸

表等に添付される監査報告書又は中間財

務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨（施行規則で定める場合

を除く。以下このｂにおいて同じ。）が、

中間監査報告書については「中間財務諸表

等が有用な情報を表示していない意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載され、

かつ、その影響が重大であると当取引所が

認めた場合 

（６）～（１１） （略） （６）～（１１） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場廃止基準） （上場廃止基準） 

第１４１５条 （略） 第１４１５条 （略） 

２ 上場カントリーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

２ 上場カントリーファンドの銘柄が、次の各号

のいずれかに該当する場合は、その上場を廃止

する。この場合における当該各号の取扱いは施

行規則で定める。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 虚偽記載又は不適正意見等 （２） 虚偽記載又は不適正意見等 

次のａ又はｂに該当する場合 次のａ又はｂに該当する場合 

ａ 上場カントリーファンドに係る有価証

券報告書等に虚偽記載を行った場合であ

ａ 上場カントリーファンドに係る有価証

券報告書等に虚偽記載を行い、かつ、その
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って、直ちに上場を廃止しなければ市場の

秩序を維持することが困難であることが

明らかであると当取引所が認めるとき 

影響が重大であると当取引所が認めた場

合 

ｂ 上場カントリーファンドに係る財務諸

表等に添付される監査報告書又は中間財

務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨（施行規則で定める場合

を除く。以下このｂにおいて同じ。）が、

中間監査報告書については「中間財務諸表

等が有用な情報を表示していない意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載された

場合であって、直ちに上場を廃止しなけれ

ば市場の秩序を維持することが困難であ

ることが明らかであると当取引所が認め

るとき 

ｂ 上場カントリーファンドに係る財務諸

表等に添付される監査報告書又は中間財

務諸表等に添付される中間監査報告書に

おいて、公認会計士等によって、監査報告

書については「不適正意見」又は「意見の

表明をしない」旨（施行規則で定める場合

を除く。以下このｂにおいて同じ。）が、

中間監査報告書については「中間財務諸表

等が有用な情報を表示していない意見」又

は「意見の表明をしない」旨が記載され、

かつ、その影響が重大であると当取引所が

認めた場合 

（３）～（１０） （略） （３）～（１０） （略） 

３ （略） ３ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年８月９日から施

行する。 

 

２ 改正後の第５０１条第２項から第７項まで

及び第６０１条第１項第１１号の２ｂ及びｃ

の規定は、この改正規定施行の日（以下「施行

日」という。）以後に特設注意市場銘柄に指定

する上場株券等の発行者である上場会社から

適用し、施行日において現に特設注意市場銘柄

に指定されている上場株券等の発行者である

上場会社については、なお従前の例による。 

 

３ 改正後の第６０１条第１項第１０号の規定

は、施行日以後に開示府令第１５条の２第３

項、第１５条の２の２第４項、第１７条の４第

４項又は第１７条の１５の２第４項に規定す
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る承認を受けた上場会社から適用する。 

４ 改正後の第９１２条第１項第２号ａの（ｂ）

ロの規定は、施行日以後に開示府令第１５条の

２第３項、第１５条の２の２第４項、第１７条

の４第４項又は第１７条の１５の２第４項に

規定する承認を受けた上場債券の発行者から

適用する。 

 

５ 改正後の第９５１条第１項第１号ｇの規定

は、施行日以後に開示府令第１５条の２第３

項、第１５条の２の２第４項、第１７条の４第

４項又は第１７条の１５の２第４項に規定す

る承認を受けた上場ＥＴＮ信託受益証券の発

行者又は保証者から適用する。 
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特定上場有価証券に関する有価証券上場規程の特例の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（ディスクロージャー） （ディスクロージャー） 

第１１７条 （略） 第１１７条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 上場会社は、次条から第１２３条まで、第１

２５条から第１２７条まで及び第１２９条の規

定に基づき開示が求められる会社情報について

インターネットを利用して公衆による閲覧がで

きる状態に置こうとするときは、第２項の定め

るところにより当該会社情報が開示された時以

後にこれを行うものとする。ただし、アクセス

制御機能（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成１１年法律第１２８号）第２条第３項に

規定するアクセス制御機能をいう。以下同じ。）を

付加するなど公衆による当該会社情報の開示前

の閲覧を制限するための措置を講じる場合は、

この限りでない。 

４ 上場会社は、次条から第１２３条まで、第１

２５条から第１２７条まで及び第１２９条の規

定に基づき開示が求められる会社情報について

インターネットを利用して公衆による閲覧がで

きる状態に置こうとするときは、第２項の定め

るところにより当該会社情報が開示された時以

後にこれを行うものとする。ただし、アクセス

制御機能（不正アクセス行為の禁止等に関する法

律（平成１１年法律第１２８号）第２条第３項に

規定するアクセス制御機能をいう。）を付加する

など公衆による当該会社情報の開示前の閲覧を

制限するための措置を講じる場合は、この限り

でない。 

  

（会社情報の開示） （会社情報の開示） 

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

第１１８条 上場会社は、次の各号のいずれかに

該当する場合（施行規則で定める基準に該当す

るものその他の投資者の投資判断に及ぼす影響

が軽微なものと当取引所が認めるものを除く。）

は、施行規則で定めるところにより、直ちにそ

の内容を開示しなければならない。 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｒまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

（１） 上場会社の業務執行を決定する機関が、

次のａからａｒまでに掲げる事項のいずれか

を行うことについての決定をした場合（当該

決定に係る事項を行わないことを決定した場

合を含む。） 

ａ～ａｌ （略） ａ～ａｌ （略） 

ａｌの２ 開示府令第１５条の２第１項、第

１５条の２の２第１項、第１７条の４第１

（新設） 
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項又は第１７条の１５の２第１項の規定に

基づく当該各項に規定する承認申請書の提

出（上場外国会社（その発行する上場外国

株券等が重複上場の場合に限る。）による

本国の法令又は慣行を理由とするものを除

く。） 

ａｍ～ａｒ （略） ａｍ～ａｒ （略） 

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

（２） 次のａからｙまでに掲げる事実のいず

れかが発生した場合 

ａ～ｓ （略） ａ～ｓ （略） 

ｔ 監査法人による監査証明府令第３条第１

項の監査報告書又は四半期レビュー報告書

（監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価

証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理

大臣等に対して、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間内に

提出できる見込みのないこと（前号ａｌの

２に掲げる事項について同号の規定に基づ

き開示を行う場合を除く。）及び当該期間

内に提出しなかったこと（当該期間内に提

出できる見込みのない旨の開示を行った場

合を除く。）並びにこれらの開示を行った

後提出したこと。 

ｔ 監査法人による監査証明府令第３条第１

項の監査報告書又は四半期レビュー報告書

（監査法人に相当する者による監査証明に

相当する証明に係る監査報告書又は四半期

レビュー報告書を含む。）を添付した有価

証券報告書又は四半期報告書を、内閣総理

大臣等に対して、法第２４条第１項又は法

第２４条の４の７第１項に定める期間内に

提出できる見込みのないこと及び当該期間

内に提出しなかったこと（当該期間内に提

出できる見込みのない旨の開示を行った場

合を除く。）並びにこれらの開示を行った

後提出したこと（当該期間の延長に係る内

閣総理大臣等の承認を受けたことを含

む。）。 

ｔの２ 開示府令第１５条の２第３項、第１

５条の２の２第４項、第１７条の４第４項

又は第１７条の１５の２第４項に規定する

承認を受けたこと又は受けられなかったこ

と。 

（新設） 

ｕ～ｙ （略） ｕ～ｙ （略） 

  

（ディスクロージャー） （ディスクロージャー） 

第２１４条 （略） 第２１４条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、上場債券の発行者 （新設） 
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は、次条第１号ａ及びｂ並びに第２号ａ及びｂ

の内容を開示する場合は、ＴＤｎｅｔを利用し

て行うものとする。ＴＤｎｅｔの稼働に支障が

生じた場合その他当取引所が必要があると認め

る場合には、当取引所がその都度定める方法に

より行うものとする。 

４ 上場債券の発行者等は、第２項の規定により

当該上場債券の発行者等のウェブサイトにおい

て情報の開示を行った場合には、当該開示後、

速やかに当取引所に当該情報に係る書類を提出

しなければならない。 

３ 上場債券の発行者等は、前項の規定により当

該上場債券の発行者等のウェブサイトにおいて

情報の開示を行った場合には、当該開示後、速

やかに当取引所に当該情報に係る書類を提出し

なければならない。 

５ （略） ４ （略） 

６ 上場債券の発行者は、次条第１号ａ及びｂ並

びに第２号ａ及びｂの内容についてインターネ

ットを利用して公衆による閲覧ができる状態に

置こうとするときは、第３項の定めるところに

より当該内容が開示された時以後にこれを行う

ものとする。ただし、アクセス制御機能を付加

するなど公衆による当該内容の開示前の閲覧を

制限するための措置を講じる場合は、この限り

でない。 

（新設） 

７ 上場債券の発行者は、施行令第３０条第１項

第２号の規定に基づく重要事実等の当取引所へ

の通知を行う場合には、次条の規定に基づく情

報の開示に係る方法により行うものとする。 

（新設） 

  

（重要な発行者等の情報の開示） （重要な発行者等の情報の開示） 

第２１５条 上場債券の発行者等は、次の各号の

いずれかに該当する場合は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。ただし、国内の金融商品取引所に

上場している株券等の発行者若しくは当該発行

者の完全子会社又は第２条第９号ｇからｍまで

に掲げる有価証券の発行者については、この限

りでない。 

第２１５条 上場債券の発行者等は、次の各号の

いずれかに該当する場合は、施行規則で定める

ところにより、直ちにその内容を開示しなけれ

ばならない。ただし、国内若しくは外国の金融

商品取引所に上場している株券等の発行者若し

くは当該発行者の完全子会社又は第２条第９号

ｇからｍまでに掲げる有価証券の発行者につい

ては、この限りでない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 
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付  則  

この改正規定は、平成２５年８月９日から施行

する。 
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有価証券上場規程施行規則の一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

（定義） （定義） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

３ この施行規則において、次の各号に掲げる用

語の意義は、当該各号に定めるところによる。

（１） （略） （１） （略） 

（１）の２ 外国会社届出書等 金融商品取引

業等に関する内閣府令（平成１９年内閣府令

第５２号）第１１７条第１項第２５号に規定

する外国会社届出書等をいう。 

（新設） 

（２）～（２８） （略） （２）～（２８） （略） 

  

（発生事実に係る書類の提出） （発生事実に係る書類の提出） 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合

には、次の各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第２編第４章第２節の規定に基づき行う会社

情報の開示により、当取引所に提出すべき書類

に記載すべき内容が十分に開示されていると認

められる場合であって、当取引所が適当と認め

るときは、当該書類の提出を要しないものとす

る。 

第４１９条 上場会社は、次の各号に掲げる場合

には、次の各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第２編第４章第２節の規定に基づき行う会社

情報の開示により、当取引所に提出すべき書類

に記載すべき内容が十分に開示されていると認

められる場合であって、当取引所が適当と認め

るときは、当該書類の提出を要しないものとす

る。 

（１）～（３） （略） （１）～（３） （略） 

（４） 規程第４０２条第２号ｕの２に規定す

る承認を受けた場合 

（４） 規程第４０２条第２号ｕに規定する内

閣総理大臣等の承認を受けた場合 

当該承認に係る通知書の写し 受理後遅滞

なく 

当該内閣総理大臣等の承認に係る通知書の

写し 受理後遅滞なく 

（５） （略） （５） （略） 

  

（上場外国会社が英語により記載される法定開

示書類を提出する場合の書類の提出） 

 

第４２４条 上場外国会社は、法の規定に基づき、第４２４条 削除 
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外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等に提

出することを決定した場合には、その旨及び当

該外国会社届出書等の提出時期を記載した書面

を、決定後速やかに当取引所に提出するものと

する。この場合において、当該上場外国会社は、

当取引所が当該書類を公衆の縦覧に供すること

に同意するものとする。 

  

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱

い） 

（特設注意市場銘柄の指定及び指定解除の取扱

い） 

第５０１条 規程第５０１条第２項に規定する施

行規則で定める書面とは、第２０４条第１項第

４号に規定する「新規上場申請のための有価証

券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面（規程第５

０１条第３項又は第６項の審査において「新規

上場申請のための有価証券報告書（Ⅱの部）」

に準じた書面の提出を要しないと当取引所が認

めた場合にあっては、当取引所がその都度定め

る書面）をいう。 

第５０１条 規程第５０１条第２項に規定する施

行規則で定める書面とは、第２０４条第１項第

４号に規定する新規上場申請のための「有価証

券報告書（Ⅱの部）」に準じた書面をいう。 

  

（上場契約違約金の取扱い） （上場契約違約金の取扱い） 

第５０４条 規程第５０９条第２項に規定する上

場契約違約金については、次の各号に定めると

ころによるものとする。 

第５０４条 規程第５０９条第２項に規定する上

場契約違約金については、次の各号に定めると

ころによるものとする。 

（１） 上場契約違約金の金額は、次の表によ

り上場株券等の銘柄ごとに算出される金額と

する。 

（１） 上場契約違約金の金額は、１，０００

万円とする。 

市場区

分等 

 

 

 

 

 

 

 

 

上 場 時

価総額 

市場第

一部 

市場第

二部 

マザー

ズ 

外国株

券等

（当取

引所を

主たる

市場と

する会

社及び

ＪＡＳ

ＤＡＱ

の上場

会社を
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除く。）

５ ０ 億

円以下 

 

１，９

２０万

円 

１，４

４０万

円 

９６０

万円 

２４０

万円 

５ ０ 億

円 を 超

え ２ ５

０ 億 円

以下 

３，３

６０万

円 

２，８

８０万

円 

２，４

００万

円 

４８０

万円 

２ ５ ０

億 円 を

超 え ５

０ ０ 億

円以下 

４，８

００万

円 

４，３

２０万

円 

３，８

４０万

円 

９６０

万円 

５ ０ ０

億 円 を

超え２，

５ ０ ０

億 円 以

下 

６，２

４０万

円 

５，７

６０万

円 

５，２

８０万

円 

１，２

００万

円 

２，５０

０ 億 円

を 超 え

５，００

０ 億 円

以下 

７，６

８０万

円 

７，２

００万

円 

６，７

２０万

円 

１，４

４０万

円 

５，００

０ 億 円

を 超 え

るもの 

９，１

２０万

円 

８，６

４０万

円 

８，１

６０万

円 

１，６

８０万

円 

 

市場区

分等 

 

上 場 時

価総額 

ＪＡＳ

ＤＡＱ 

 

１，００

０ 億 円

以下 

 

２，０

００万

円 

１，００

０ 億 円

を 超 え

るもの 

２，４

００万

円 

 

 

注．上場時価総額は次の各号に定めるところに

より計算する。 

 

ａ 内国株券等  

上場契約違約金の徴求を決定した日の直  
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前に到来する１２月の売買立会の最終日に

おける最終価格（当該日の売買立会におい

て売買が成立していない場合には、売買の

成立した直近の日の売買立会における最終

価格）と毎年１２月末日の上場内国株券等

の数を用いて計算する。ただし、上場契約

違約金の徴求を決定した日が上場後最初に

到来する１２月の売買立会の最終日より前

の場合は、上場日における上場時価総額を

用いて計算するものとする。なお、株式分

割、株式無償割当て又は株式併合がある場

合の調整は、当取引所が定めるところによ

る。 

ｂ 外国株券等  

上場契約違約金の徴求を決定した日の直

前に到来する各上場外国会社の事業年度の

末日の売買立会における最終価格（当該日

の売買立会において売買が成立していない

場合には、当該日における基準値段）と当

該日の上場外国株券等の数を用いて計算す

る。ただし、上場契約違約金の徴求を決定

した日が上場後最初に到来する事業年度の

末日より前の場合は、上場日における上場

時価総額を用いて計算するものとする。 

 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

  

（上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場内国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０１条 （略） 第６０１条 （略） 

２～９ （略） ２～９ （略） 

１０ 規程第６０１条第１項第１０号に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる

場合をいい、同項第１０号に規定する施行規則

で定める期間とは、次の各号に掲げる場合の区

分に従い、当該各号に定める期間をいう。 

（新設） 

（１） 開示府令第１５条の２第３項、第１５

条の２の２第４項、第１７条の４第４項又は
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第１７条の１５の２第４項に規定する承認を

得た場合 

当該承認を得た期間の経過後８日目（休業

日を除外する。）の日まで 

 

（２） 天災地変等、上場会社の責めに帰すべ

からざる事由によるものである場合（前号に

該当する場合を除く。） 

 

法第２４条第１項又は法第２４条の４の７

第１項に定める期間の経過後３か月以内 

 

１１ 規程第６０１条第１項第１２号に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる

場合をいう。 

１０ 規程第６０１条第１項第１２号に規定する

施行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる

場合をいう。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（削る） （３） 規程第５０１条第１項に規定する特設

注意市場銘柄に指定されている上場株券等の

発行者である上場会社が、当該指定から３年

を経過した場合で、かつ、当該内部管理体制

等に引き続き問題があると当取引所が認める

とき 

（削る） （４） 前号のほか、当取引所が、規程第５０

１条第２項の規定により内部管理体制確認書

の提出を求めたにもかかわらず、内部管理体

制の状況等が改善される見込みがないと認め

る場合 

（３） （略） （５） （略） 

１２ （略） １１ （略） 

１３ （略） １２ （略） 

１４ （略） １３ （略） 

１５ （略） １４ （略） 

１６ （略） １５ （略） 

  

（上場外国会社の上場廃止基準の取扱い） （上場外国会社の上場廃止基準の取扱い） 

第６０２条 第２１３条第１項及び第２項並びに

前条第１２項第２号の規定は、規程第６０２条

第１項第３号の場合について準用する。 

第６０２条 第２１３条第１項及び第２項並びに

第６０１条第１１項第２号の規定は、規程第６

０２条第１項第３号の場合について準用する。

２ （略） ２ （略） 
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（監理銘柄の指定の取扱い） （監理銘柄の指定の取扱い） 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１４号の３、

第１５号、第２１号の２又は第２２号に該当す

る場合は監理銘柄（審査中）に指定し、それ以

外の場合は監理銘柄（確認中）に指定する。 

第６０５条 当取引所は、上場株券等が次の各号

のいずれかに該当する場合は、当該上場株券等

を規程第６１０条に規定する監理銘柄に指定す

ることができる。この場合において、第１２号

の２、第１２号の３、第１４号、第１５号、第

２１号の２又は第２２号に該当する場合は監理

銘柄（審査中）に指定し、それ以外の場合は監

理銘柄（確認中）に指定する。 

（１）～（１３） （略） （１）～（１３） （略） 

（１４） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１１号前段（規程第６０２条第１項第１号、

同条第２項第３号、規程第６０３条第１項第

６号、規程第６０４条第１項第２号、同条第

２項第１号、規程第６０４条の２第１項第３

号、規程第６０４条の３第２号、規程第６０

４条の４第１項第２号又は規程第６０４条の

５第２号による場合を含む。）に該当する場

合（これらに該当すると認められる相当の事

由があると当取引所が認める場合を含む。）。

ただし、規程第６０１条第１項第１１号後段

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号、同条第２項第１号、

規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６

０４条の３第２号、規程第６０４条の４第１

項第２号又は規程第６０４条の５第２号によ

る場合を含む。）に該当しないことが明らか

であるときは、この限りでない。 

（１４） 上場会社が規程第６０１条第１項第

１１号ａ前段又は同号ｂ前段（規程第６０２

条第１項第１号、同条第２項第３号、規程第

６０３条第１項第６号、規程第６０４条第１

項第２号、同条第２項第１号、規程第６０４

条の２第１項第３号、規程第６０４条の３第

２号、規程第６０４条の４第１項第２号又は

規程第６０４条の５第２号による場合を含

む。）に該当する場合（これらに該当すると

認められる相当の事由があると当取引所が認

める場合を含む。）。ただし、規程第６０１

条第１項第１１号ａ後段又は同号ｂ後段（規

程第６０２条第１項第１号、同条第２項第３

号、規程第６０３条第１項第６号、規程第６

０４条第１項第２号、同条第２項第１号、規

程第６０４条の２第１項第３号、規程第６０

４条の３第２号、規程第６０４条の４第１項

第２号又は規程第６０４条の５第２号による

場合を含む。）に該当しないことが明らかで

あるときは、この限りでない。 

（１４）の２ 規定第５０１条第１項の規定に

よる特設注意市場銘柄の指定後１年６か月が

経過した場合 

（新設） 

（１４）の３ 上場会社が規程第６０１条第１

項第１１号の２に該当するおそれがあると当

（新設） 
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取引所が認める場合 

（１５）～（１７） （略） （１５）～（１７） （略） 

（１８） 上場会社が第６０１条第１３項第２

号に規定する株式交換又は株式移転に関する

取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）を行った場合 

（１８） 上場会社が第６０１条第１２項第２

号に規定する株式交換又は株式移転に関する

取締役会の決議（委員会設置会社にあっては、

執行役の決定を含む。）を行った場合 

（１９）・（２０） （略） （１９）・（２０） （略） 

（２１） 上場会社が第６０１条第１５項第２

号に規定する株式の全部の取得を行う旨の発

表等を行ったとき 

（２１） 上場会社が第６０１条第１４項第２

号に規定する株式の全部の取得を行う旨の発

表等を行ったとき 

（２１）の２～（２６） （略） （２１）の２～（２６） （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規則

で定める規定とは、次の各号に掲げるものをい

う。 

第７１８条 規程第７０６条に規定する施行規則

で定める規定とは、次の各号に掲げるものをい

う。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 第６０１条第１１項第１号及び第２号

（規程第６０２条第１項第１号、同条第２項

第３号、規程第６０３条第１項第６号、規程

第６０４条第１項第２号、同条第２項第１号、

規程第６０４条の２第１項第３号、規程第６

０４条の３第２号、規程第６０４条の４第１

項第２号又は規程第６０４条の５第２号によ

る場合を含む。） 

（８） 第６０１条第１０項第１号から第４号

まで（規程第６０２条第１項第１号、同条第

２項第３号、規程第６０３条第１項第６号、

規程第６０４条第１項第２号、同条第２項第

１号、規程第６０４条の２第１項第３号、規

程第６０４条の３第２号、規程第６０４条の

４第１項第２号又は規程第６０４条の５第２

号による場合を含む。） 

（９）・（１０） （略） （９）・（１０） （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８０６条 第６０１条第１１項の規定は、規程

第８０８条第１項第１号に規定する施行規則で

定める場合について準用する。 

第８０６条 第６０１条第１０項の規定は、規程

第８０８条第１項第１号に規定する施行規則で

定める場合について準用する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第２１２条第１０項及び第６０１条第１２項

第２号の規定は、規程第８０８条第２項第７号

の場合について準用する。 

５ 第２１２条第１０項及び第６０１条第１１項

第２号の規定は、規程第８０８条第２項第７号

の場合について準用する。 
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６ 第６０１条第１５項の規定は、規程第８０８

条第２項第８号の場合について準用する。 

６ 第６０１条第１４項の規定は、規程第８０８

条第２項第８号の場合について準用する。 

  

（上場廃止日の取扱い） （上場廃止日の取扱い） 

第８０７条 規程第８０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

第８０７条 規程第８０９条に規定する上場廃止

日は、原則として、次の各号に掲げる銘柄の区

分に従い、当該各号に定めるところによる。 

（１） 規程第８０８条第１項第１号又は第２

項各号（第３号、第５号の２及び第８号のう

ち前条第６項において準用する第６０１条第

１５項第１号の規定に該当するものを除く。）

に該当することとなった銘柄 

（１） 規程第８０８条第１項第１号又は第２

項各号（第３号、第５号の２及び第８号のう

ち前条第６項において準用する第６０１条第

１４項第１号の規定に該当するものを除く。）

に該当することとなった銘柄 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１０日間（休業日を除

外する。）を経過した日。ただし、当取引所

が速やかに上場廃止すべきであると認めた場

合は、この限りでない。 

当取引所が当該銘柄の上場廃止を決定した

日の翌日から起算して１０日間（休業日を除

外する。）を経過した日。ただし、当取引所

が速やかに上場廃止すべきであると認めた場

合は、この限りでない。 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

（４） 規程第８０８条第２項第８号に該当す

ることとなった銘柄のうち、前条第６項にお

いて準用する第６０１条第１５項第１号の規

定に該当するもの 

（４） 規程第８０８条第２項第８号に該当す

ることとなった銘柄のうち、前条第６項にお

いて準用する第６０１条第１４項第１号の規

定に該当するもの 

株式の取得がその効力を生ずる日の３日前

（休業日を除外する。）の日 

株式の取得がその効力を生ずる日の３日前

（休業日を除外する。）の日 

（５） （略） （５） （略） 

  

（整理銘柄の指定の取扱い） （整理銘柄の指定の取扱い） 

第８０９条 当取引所は、上場優先株等が規程第

８０８条第１項各号（第６０１条第７項第２号

ａに規定する合併による解散の場合及び第６０

１条第１３項第１号に規定する株式交換又は株

式移転による完全子会社化の場合であって、か

つ、上場銘柄と引換えに交付される優先株等が

速やかに上場される見込みのある場合を除く。）

若しくは規程第８０８条第２項第１号、第２号、

第４号から第８号まで若しくは第９号のいずれ

第８０９条 当取引所は、上場優先株等が規程第

８０８条第１項各号（第６０１条第７項第２号

ａに規定する合併による解散の場合及び第６０

１条第１２項第１号に規定する株式交換又は株

式移転による完全子会社化の場合であって、か

つ、上場銘柄と引換えに交付される優先株等が

速やかに上場される見込みのある場合を除く。）

若しくは規程第８０８条第２項第１号、第２号、

第４号から第８号まで若しくは第９号のいずれ
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かに該当する場合又は規程第８２６条第１項に

おいて準用する規程第６０８条に定める申請が

行われ上場廃止が決定した場合には、規程第８

１１条の規定に基づき、当取引所が当該優先株

等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前

日までの間、当該優先株等を整理銘柄に指定す

ることができる。 

かに該当する場合又は規程第８２６条第１項に

おいて準用する規程第６０８条に定める申請が

行われ上場廃止が決定した場合には、規程第８

１１条の規定に基づき、当取引所が当該優先株

等の上場廃止を決定した日から上場廃止日の前

日までの間、当該優先株等を整理銘柄に指定す

ることができる。 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第８１７条 （略） 第８１７条 （略） 

２ 第２１３条第１項及び第２項並びに第６０１

条第１２項第２号の規定は、規程第８２１条第

２項第５号の場合について準用する。 

２ 第２１３条第１項及び第２項並びに第６０１

条第１１項第２号の規定は、規程第８２１条第

２項第５号の場合について準用する。 

  

（準用規定の取扱い） （準用規定の取扱い） 

第８２２条 （略） 第８２２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 規程第８２６条第４項において準用する規程

第５０９条第２項に規定する上場契約違約金の

金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（債券の上場廃止基準の取扱い） （債券の上場廃止基準の取扱い） 

第９０８条 第６０１条第１１項の規定は、規程

第９１２条第１項第１号に規定する施行規則で

定める場合について準用する。 

第９０８条 第６０１条第１０項の規定は、規程

第９１２条第１項第１号に規定する施行規則で

定める場合について準用する。 

２～４ （略） ２～４ （略） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第９２７条 第６０１条第１１項の規定は、規程

第９３６条第１項第１号ａ又は同項第２号ａに

規定する施行規則で定める場合について準用す

る。 

第９２７条 第６０１条第１０項の規定は、規程

第９３６条第１項第１号ａ又は同項第２号ａに

規定する施行規則で定める場合について準用す

る。 

２・３ （略） ２・３ （略） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第９４１条 規程第９４８条第１項に規定する施 第９４１条 規程第９４８条第１項に規定する施
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行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合のいずれかに該当した場合をいい、当該各号

に該当したときには、当該各号に定めるところ

に従い、当取引所に書類の提出を行うものとす

る。ただし、規程第９４７条の規定に基づき行

う情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されていると

認められる場合であって、当取引所が適当と認

めるときは、当該書類の提出を要しないものと

する。この場合において、上場ＥＴＮ信託受益

証券の発行者は、第１号ｂに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第２号、第３号

ａ、第４号ｂ及び第８号に規定する書類を当取

引所が公衆の縦覧に供することに同意するもの

とする。 

行規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場

合のいずれかに該当した場合をいい、当該各号

に該当したときには、当該各号に定めるところ

に従い、当取引所に書類の提出を行うものとす

る。ただし、規程第９４７条の規定に基づき行

う情報の開示により、当取引所に提出すべき書

類に記載すべき内容が十分に開示されていると

認められる場合であって、当取引所が適当と認

めるときは、当該書類の提出を要しないものと

する。この場合において、上場ＥＴＮ信託受益

証券の発行者は、第１号ｂに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第２号、第３号

ａ及び第４号ｂに規定する書類を当取引所が公

衆の縦覧に供することに同意するものとする。

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

（８） 第４２４条に規定する事項を決定した

場合 

（新設） 

外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等

に提出することを決定した旨及び当該外国会

社届出書等の提出時期を記載した書面につい

て、提出の決定後速やかに 

 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第９４４条 （略） 第９４４条 （略） 

２～３ （略） ２～３ （略） 

４ 第６０１条第１０項の規定は、規程第９５１

条第１項第１号ｇに規定する施行規則で定める

場合及び施行規則で定める期間について準用す

る。 

（新設） 

５ （略） ４ （略） 

６ （略） ５ （略） 

７ （略） ６ （略） 

８ （略） ７ （略） 

９ （略） ８ （略） 
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１０ （略） ９ （略） 

１１ （略） １０ （略） 

１２ 第６０１条第１１項の規定は、規程第９５

１条第１項第３号ｅに規定する施行規則で定め

る場合について準用する。 

１１ 第６０１条第１０項の規定は、規程第９５

１条第１項第３号ｅに規定する施行規則で定め

る場合について準用する。 

  

（準用規定の取扱い） （準用規定の取扱い） 

第９４９条 （略） 第９４９条 （略） 

２ 規程第９５７条第５項において準用する規程

第５０９条第２項に規定する上場契約違約金の

金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１１１０条 （略） 第１１１０条 （略） 

２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする

外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）に係る管理

会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、当該各号に定める

ところに従い、当取引所に書類の提出を行うも

のとする。ただし、規程第１１０７条の規定に

基づき行う情報の開示により、当取引所に提出

すべき書類に記載すべき内容が十分に開示され

ていると認められる場合であって、当取引所が

適当と認めるときは、当該書類の提出を要しな

いものとする。この場合において、上場ＥＴＦ

に係る管理会社は、第１号ｂに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）並びに第３号及び第５

号に規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に供

することに同意するものとする。 

２ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする

外国ＥＴＦ信託受益証券を除く。）に係る管理

会社は、次の各号に掲げる事項のいずれかにつ

いて決定を行った場合には、当該各号に定める

ところに従い、当取引所に書類の提出を行うも

のとする。ただし、規程第１１０７条の規定に

基づき行う情報の開示により、当取引所に提出

すべき書類に記載すべき内容が十分に開示され

ていると認められる場合であって、当取引所が

適当と認めるときは、当該書類の提出を要しな

いものとする。この場合において、上場ＥＴＦ

に係る管理会社は、第１号ｂに規定する書類（法

第１３条第１項前段及び第３項の規定により作

成されたものを除く。）及び第３号に規定する

書類を当取引所が公衆の縦覧に供することに同

意するものとする。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 第４２４条に規定する事項 （新設） 

外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等

に提出することを決定した旨及び当該外国会

社届出書等の提出時期を記載した書面につい
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て、提出の決定後速やかに 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする

外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）に係る外国

投資法人及び管理会社は、次の各号に掲げる事

項のいずれかについて決定を行った場合には、

当該各号に定めるところに従い、当取引所に書

類の提出を行うものとする。ただし、規程第１

１０７条の規定に基づき行う情報の開示によ

り、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内

容が十分に開示されていると認められる場合で

あって、当取引所が適当と認めるときは、当該

書類の提出を要しないものとする。この場合に

おいて、当該上場ＥＴＦに係る外国投資法人及

び管理会社は、第２号ｃに規定する書類（法第

１３条第１項前段及び第３項の規定により作成

されたものを除く。）並びに第３号ａ、第４号

ｂ及び第７号に規定する書類を当取引所が公衆

の縦覧に供することに同意するものとする。 

３ 上場ＥＴＦ（外国投資証券に該当する外国Ｅ

ＴＦ及び当該外国ＥＴＦを受託有価証券とする

外国ＥＴＦ信託受益証券に限る。）に係る外国

投資法人及び管理会社は、次の各号に掲げる事

項のいずれかについて決定を行った場合には、

当該各号に定めるところに従い、当取引所に書

類の提出を行うものとする。ただし、規程第１

１０７条の規定に基づき行う情報の開示によ

り、当取引所に提出すべき書類に記載すべき内

容が十分に開示されていると認められる場合で

あって、当取引所が適当と認めるときは、当該

書類の提出を要しないものとする。この場合に

おいて、当該上場ＥＴＦに係る外国投資法人及

び管理会社は、第２号ｃに規定する書類（法第

１３条第１項前段及び第３項の規定により作成

されたものを除く。）並びに第３号ａ及び第４

号ｂに規定する書類を当取引所が公衆の縦覧に

供することに同意するものとする。 

（１）～（６） （略） （１）～（６） （略） 

（７） 第４２４条に規定する事項 （新設） 

外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等

に提出することを決定した旨及び当該外国会

社届出書等の提出時期を記載した書面につい

て、提出の決定後速やかに 

 

  

（上場契約違約金の取扱い）  

第１１１２条の２ 規程第１１１１条において準

用する規程第５０９条第２項に規定する上場契

約違約金の金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第１１１３条 （略） 第１１１３条 （略） 

２～１１ （略） ２～１１ （略） 

１２ 第６０１条第１１項の規定は、規程第１１

１２条第１項第３号ｈ（同条第２項第３号ａ及

１２ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１１

１２条第１項第３号ｈ（同条第２項第３号ａ及
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び同条第３項第５号ａによる場合を含む。）に

規定する施行規則で定める場合について準用す

る。 

び同条第３項第５号ａによる場合を含む。）に

規定する施行規則で定める場合について準用す

る。 

１３～１５ （略） １３～１５ （略） 

  

（上場契約違約金の取扱い）  

第１２３１条の２ 規程第１２１７条において準

用する規程第５０９条第２項に規定する上場契

約違約金の金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（銘柄に係る上場廃止基準） （銘柄に係る上場廃止基準） 

第１２３３条 （略） 第１２３３条 （略） 

２～４ （略） ２～４ （略） 

５ 第６０１条第１１項の規定は、規程第１２１

８条第２項第１０号に規定する施行規則で定め

る場合について準用する。 

５ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１２１

８条第２項第１０号に規定する施行規則で定め

る場合について準用する。 

６～１１ （略） ６～１１ （略） 

  

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第１２３８条 規程第１２２４条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

第１２３８条 規程第１２２４条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１２３３条第５項の規定において準

用する第６０１条第１１項第１号及び第２号

（２） 第１２３３条第５項の規定において準

用する第６０１条第１０項第１号から第４号

まで 

  

（上場契約違約金の取扱い）  

第１３２８条の２ 規程第１３１７条において準

用する規程第５０９条第２項に規定する上場契

約違約金の金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準） 

（上場ベンチャーファンドの発行者等に係る上

場廃止基準） 

第１３２９条 （略） 第１３２９条 （略） 

２～８ （略） ２～８ （略） 
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９ 第６０１条第１１項の規定は、規程第１３１

８条第２項第６号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

９ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１３１

８条第２項第６号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

１０～１３ （略） １０～１３ （略） 

  

（テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） （テクニカル上場時の引継ぎの取扱い） 

第１３３４条 規程第１３２４条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

第１３３４条 規程第１３２４条に規定する施行

規則で定める規定とは、次の各号に掲げるもの

をいう。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 第１３２９条第９項の規定において準

用する第６０１条第１１項第１号及び第２号

（２） 第１３２９条第９項の規定において準

用する第６０１条第１０項第１号から第４号

まで 

  

（書類の提出等の取扱い） （書類の提出等の取扱い） 

第１４０７条 （略） 第１４０７条 （略） 

２ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１４１０条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、第３号ｂ、

第９号及び第９号の２に規定する書類を当取引

所が公衆の縦覧に供することに同意するものと

する。 

２ 上場カントリーファンドに係るカントリーフ

ァンド発行投資法人は、次の各号に掲げる場合

には、当該各号に定めるところに従い、当取引

所に書類の提出を行うものとする。ただし、規

程第１４１０条の規定に基づき行う情報の開示

により、当取引所に提出すべき書類に記載すべ

き内容が十分に開示されていると認められる場

合であって、当取引所が適当と認めるときは、

当該書類の提出を要しないものとする。この場

合において、上場カントリーファンドに係るカ

ントリーファンド発行投資法人は、第３号ｂ及

び第９号に規定する書類を当取引所が公衆の縦

覧に供することに同意するものとする。 

（１）～（９） （略） （１）～（９） （略） 

（９）の２ 第４２４条に規定する事項につい

て決定を行った場合 

（新設） 

外国会社届出書等を初めて内閣総理大臣等

に提出することを決定した旨及び当該外国会

社届出書等の提出時期を記載した書面につい
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て、提出の決定後速やかに 

（１０） （略） （１０） （略） 

３・４ （略） ３・４ （略） 

  

（上場契約違約金の取扱い）  

第１４０８条の２ 規程第１４１４条において準

用する規程第５０９条第２項に規定する上場契

約違約金の金額は、１，０００万円とする。 

（新設） 

  

（上場廃止基準の取扱い） （上場廃止基準の取扱い） 

第１４０９条 （略） 第１４０９条 （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

４ 第６０１条第１１項の規定は、規程第１４１

５条第２項第３号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

４ 第６０１条第１０項の規定は、規程第１４１

５条第２項第３号に規定する施行規則で定める

場合について準用する。 

５～７ （略） ５～７ （略） 

  

  

付  則  

１ この改正規定は、平成２５年８月９日から施

行する。 

 

２ 改正後の第５０１条の規定は、この改正規定

施行の日（以下「施行日」という。）以後に特

設注意市場銘柄に指定する上場株券等の発行者

である上場会社から適用し、施行日において現

に特設注意市場銘柄に指定されている上場株券

等の発行者である上場会社については、なお従

前の例による。 

 

３ 改正後の第５０４条第１号の規定は、施行日

以後に行われた行為によって規程第５０９条第

１項に該当する場合から適用するものとし、施

行日より前に行われた行為については、なお従

前の例による。 

 

４ 改正後の第６０１条第１１項の規定は、施行

日以後に特設注意市場銘柄に指定する上場株券

等の発行者である上場会社から適用し、施行日
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において現に特設注意市場銘柄に指定されてい

る上場株券等の発行者である上場会社について

は、なお従前の例による。 
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上場管理等に関するガイドラインの一部改正新旧対照表 

 

新 旧 

Ⅲ 実効性の確保に係る審査 Ⅲ 実効性の確保に係る審査 

  

（特設注意市場銘柄の指定等） （特設注意市場銘柄の指定等） 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）から（５）ま

でに掲げる場合においては、当該（１）から（５）

までに定める事項その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

１．規程第５０１条第１項の規定に基づく特設注

意市場銘柄の指定は、次の（１）及び（２）に

掲げる場合においては、当該（１）及び（２）

に定める事項その他の事情を総合的に勘案して

行う。 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

（１） 規程第５０１条第１項第１号に掲げる

場合 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号の

２、第１２号、第１９号又は第２０号（第６

０２条から第６０４条の５までによる場合を

含む。）に該当するおそれがあると認めた事

象の内容、経緯、原因及びその情状 

当取引所が規程第６０１条第１項第９号の

２、第１１号、第１２号、第１９号又は第２

０号（第６０２条から第６０４条の５までに

よる場合を含む。）に該当するおそれがある

と認めた事象の内容、経緯、原因及びその情

状 

（２） 規程第５０１条第１項第２号に掲げる

場合 

（新設） 

次のａ及びｂに定める事項  

ａ 有価証券報告書等における虚偽記載又は

不適正意見等に係る期間、金額、態様及び

株価への影響 

 

ｂ 有価証券報告書等における虚偽記載又は

不適正意見等の原因となった行為、会社関

係者の関与状況及び内部管理体制等の整

備・運用の状況 

 

（３） 規程第５０１条第１項第３号に掲げる

場合 

（新設） 

次のａからｃまでに定める事項  

ａ 適時開示等された情報についての投資判

断情報としての重要性 

 

ｂ 上場会社が規程第４章第２節の規定に違  
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反した経緯、原因及びその情状 

ｃ 過去における規程第４章第２節の規定の

遵守状況等 

 

（４） 規程第５０１条第１項第４号に掲げる

場合 

（新設） 

次のａ及びｂに定める事項  

ａ 上場会社が規程第４章第４節第１款の規

定に違反した経緯、原因及びその情状 

 

ｂ 過去における規程第４章第４節第１款の

規定の遵守状況等 

 

（５） 規程第５０１条第１項第５号に掲げる

場合 

（２） 規程第５０１条第１項第２号に掲げる

場合 

次のａ及びｂに定める事項 次のａ及びｂに定める事項 

ａ・ｂ （略） ａ・ｂ （略） 

  

２．規程第５０１条第３項及び第６項に規定する

内部管理体制等の審査は、次の（１）から（７）

までに掲げる事項その他の事情を総合的に勘案

して行う。 

２．規程第５０１条第３項に規定する内部管理体

制等に問題があるかどうかの認定は、次の（１）

から（７）までに掲げる事項その他の事情を総

合的に勘案して行う。 

（１）～（７） （略） （１）～（７） （略） 

  

Ⅳ 上場廃止に係る審査 Ⅳ 上場廃止に係る審査 

  

（虚偽記載又は不適正意見等） （虚偽記載又は不適正意見等） 

３．規程第６０１条第１項第１１号に規定する直

ちに上場を廃止しなければ市場の秩序を維持す

ることが困難であることが明らかであるかどう

かの審査は、有価証券報告書等における虚偽記

載又は不適正意見等に係る期間、金額、態様及

び株価への影響その他の事情を総合的に勘案し

て行う。 

３．規程第６０１条第１項第１１号ａに規定する

影響の重大性の審査は、有価証券報告書等にお

ける虚偽記載の内容、当該虚偽記載が行われた

経緯、原因及びその情状その他の事情を総合的

に勘案して行う。 

  

（特設注意市場銘柄等）  

４．規程第６０１条第１項第１１号の２に規定す

る次の（１）から（３）までに掲げる審査は、

当該（１）から（３）までに定める事項その他

４．規程第６０１条第１項第１１号ｂに規定する

影響の重大性の審査は、監査報告書又は四半期

レビュー報告書の内容、当該報告書に「不適正
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の事情を総合的に勘案して行う。 

（１） 規程第６０１条第１項第１１号の２ａ

に規定する改善の見込みがないかどうかの審

査 

事実関係の究明への着手の状況、再発防止

のための検討を行う方針の有無及びその開示

の状況並びに当該方針の実行可能性 

（２） 規程第６０１条第１項第１１号の２ｂ

からｄまでに規定する改善の見込みがなくな

ったかどうかの審査 

合理的な期間内における改善に向けた具体

的行動の状況 

（３） 規程第６０１条第１項第１１号の２ｃ

及びｅに規定する内部管理体制等の改善がな

されなかったかどうかの審査 

Ⅲ ２．（１）から（７）までに掲げる事

項 

意見」等が記載されるに至った経緯その他の事

情を総合的に勘案して行う。 

  

（虚偽記載又は不適正意見等に係る審査）  

１３．上場会社が規程第５０１条第１項第２号ａ

又はｂに該当した場合には、当取引所はⅢ １．

（２）並びにⅣ ３．及び４．（１）に係る審

査を併合して行う。 

（新設） 

  

  

付  則  

この改正規定は、平成２５年８月９日から施行

する。 

 

  

 


